
【問】危機管理課　☎（087）894-1115

　自治体の財政破たんを未然に防ぐとともに、財政状況の悪化した団体に対して早期の健全化を促すことなどを目的と
して「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が平成19年度に制定され、健全化判断比率として４つの指標と
公営企業の経営健全化を示す指標の算定および公表が義務付けられています。
　令和5年度決算に基づく比率を算定しましたので、次のとおりお知らせします。

　７月２９日に友好交流都市である北海道剣淵町と災害時
相互応援協定を締結しました。
　この協定により、本市に地震などの大規模な災害が発生し
単独では対応できない場合に、剣淵町から、食料、飲料水、
生活必需品などの被災者支援のための物資提供、職員や車両
の派遣を受けることができます。

　実質赤字比率、連結実質赤字比率および将来負担比率は、実質赤字や資金不足が生じていないため、比率は算定
されていません。
　実質公債費比率は、早期健全化基準を下回り、かつ地方債の発行に許可が必要となる基準の18％を下回っている
ものの、県内では依然高い比率となっています。これは、合併以前より地方債を借り入れて道路や学校、下水道等の社会
資本整備に積極的に取り組んできたため、令和５年度末の市債残高が全会計合わせて約258億円にのぼるなど、公債費
の負担割合が非常に大きいことによるものです。
　前年度と比べると、実質公債費比率は普通交付税額や臨時財政対策債発行可能額の減少などにより0.2ポイント上昇
しました。今後とも財政健全化策に沿って、市債の新規借入抑制や、公営企業会計の経営健全化等を進めながら、公債費
など将来負担の適正化に努めることで、実質公債費比率の逓減を図るとともに、財政の健全化を推進していきます。

●健全化判断比率

●資金不足比率

【問】政策課　☎（087）894-1112
すべての公営企業会計において資金不足が生じていないため、資金不足比率は算定されていません。

説　明早期健全化基準比率指標の名称

一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率12.74%以上―実 質 赤 字 比 率

全会計を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率17.74%以上―連結実質赤字比率

一般会計等が負担する地方債の元利償還金および準元利償還金等
の標準財政規模に対する比率の3か年平均値25.0%以上11.7%実質公債費比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する
比率350.0%以上―将 来 負 担 比 率

説　明経営健全化基準比率特別会計の名称
―観 光 事 業

公営企業ごとの資金不足額の事業規模に対する比率20.0%以上―下 水 道 事 業

―病 院 事 業

令和5年度決算に基づく健全化判断比率および資金不足比率について

北海道剣淵町と
災害時相互応援協定を締結しました

【問】政策課　☎（087）894-1112

11月1日～12 月27日 17:00 必着申 請 期 限
（ 令 和６年 度 分 ）

①
若
者
世
代

転入した年度の4月1日時点の年齢が18～39歳の方のうち、次の要件を満たす方
　▶市外から転入して、新たに民間賃貸住宅を借りて入居していること
　▶令和４年７月～令和６年６月に市役所で「転入」の手続きを済ませていること
 　　　 ※ 新たに借りた民間賃貸住宅の契約者は申請者本人に限ります

対象

１年あたり　上限　12万円 〔家賃（月額）の1/2に12を乗じた額〕　◆最長2年間金額

②
学
生

令和4、５、６年度から新たに学生となった方のうち、次の要件を満たす方
　▶進学を機に民間賃貸住宅を借りて入居していること
　▶令和４年３月～令和６年６月に市役所で「転入（転居）」の手続きを済ませていること
 　　　 ※市内にある実家から民間賃貸住宅に転居した方も対象となります
 　　　 ※保護者が契約者となって学生が入居する場合も対象となります

対象

１年あたり　上限　6万円 〔家賃（月額）の1/2に12を乗じた額〕　◆最長4年間金額

市では次のような取組を行っています。
◆家を取得しました

◆三世代で暮らしています

◆市外から転入しました

◆進学しました

定住奨励金

三世代同居・近居支援金

東京圏UJIターン移住支援事業

さぬき暮らし【若者世代】応援補助金①

さぬき暮らし【学生】応援補助金②

◆結婚しました 結婚定住奨励金

結婚新生活支援金

各制度の詳細はこちら→
　（ええとこ！さぬき市）

上記①、②さぬき暮らし応援補助金

　このたび、本市のまち・ひと・しごと創生寄附活用事業にご賛同
いただき、企業版ふるさと納税としてご寄附いただきました。

【問】政策課　☎（087）894-1112

企業版ふるさと納税によるご寄附
をいただきました

【寄附企業】
•三ツ星ベルト株式会社
感謝状贈呈式の様子はP17へ

•株式会社バスシステムデザイン研究所
大阪府大阪市浪速区桜川3丁目2番14号
対象事業：大串半島活性化事業

新しい暮らしを応援します

　市政懇談会を下記の通り開催します。傍聴を
希望される方は各会場までお越しください。

【問】生活環境課　☎（087）894-1119

日　時

傍　聴

11月21日（木）19：00～21：00（予定）
長尾公民館　ホール
11月23日（土）10：00～12：00（予定）
志度公民館　大ホール

各会場10名程度
※当日受付順（開催30分前より受付）

令和6年度市政懇談会の
傍聴について

企業HPはこちら→
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